
第

191 1

号

R

～/、／、／

AS
リーダァスクラブ

1994年1月6日創刊・毎日発行

リーダァスクラブFAXニュース

(2001年)平成13年10月17日水曜日

大阪市中央区平野町3－1-10Tel:06-6209-7678

株式会社FPシミュレーション編集発行人:税理士三輪厚二Fax:06-6209-8145発行所

△ 3年分の家賃を一括収受した場合

Q :私は、不動産賃貸業を営んでいます。

この度、契約により3年分の家賃を一括して

受け取りました。この場合、その全額を今年

の不動産所得として申告するのでしょうか

A 。
●

。

契約による支払時期が数年ごとになっ

ている場合で、前受金的な性格がない場合に

は、今年の不動産所得として一括して申告す

ることになります。

【解説】

賃貸料について、不動産所得の総収入金額

に算入すべき時期は、原則として、①契約又

は慣習により賃貸料の支払日の定められてい

るものについてはその支払日、②支払日の定

められていないものについてはその賃貸料の

支払いを受けた日とされています。

ところで、数年分の賃貸料を一括して収受

する場合には、通常、その賃貸借に係る基本

契約等に照らし、前受金の性質を有すると認

められる場合が多くあります。この場合には、

各年別にその支払いを受けるべき金額を基と

して申告することになります。

一方、その契約の支払時期が数年ごとにな

っている場合等で前受金的な性格がない場合

は、その契約により収受すべき年分の総収入

金額として一括して申告することになります。

なお、継続的な記録を有し、かつ、その賃

貸料について前受収益や未収収益の経理が行

われている場合で一定の場合には、その貸付

期間の経過に応じ、その年分の貸付期間に対

応する部分の賃貸料の額をその年分の不動産

所得の総収入金額とすることも認められます。


